
- 1 - 

令和３年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会議事日程 

令和３年９月２２日（水）午後１時４５分開会 

 

１ 開会挨拶（議長、管理者） 

２ 開 会 宣 告 

３ 開 議 宣 告 

 日程第１ 会議録署名議員の指名（３番議員 宗實雅典、９番議員 出原賢治） 

 日程第２ 会期の決定（９月２２日（水）１日間） 

 日程第３ 認定第１号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入歳出決

算認定について 

      認定第２号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第４ 一般質問 

４ 閉 会 宣 告 

５ 閉会挨拶（議長、管理者） 
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会議に出席した議員 

        

      １番 楠   明 廣      ２番 船 引 宗 俊 

      ３番 宗 實 雅 典      ４番 和 田 美 奈 

      ５番 桑 野 元 澄      ６番 三 木 浩 一 

      ７番 畑 山 剛 一      ８番 上 山 隆 弘 

      ９番 出 原 賢 治     １０番 松 浦 崇 志 

 

会議に欠席した議員 

 

な  し 

 

 

 

議事に関係した事務局職員 

 

      事 務 局 長  眞 殿 幸 寛 

      総 務 課 長  田 淵 寿 哉 

      財 政 係 長  堀   竜 也 

      総 務 係 長  橋 本 敏 弘 

 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

    管  理  者 （たつの 市 長）  山 本   実 

    副 管 理 者 （太 子 町 長）  服 部 千 秋 

    代表監査委員            今 江   伸 

    会計管理者            菅 原 昌 則 

    事 務 局 長            眞 殿 幸 寛 

                      髙 坂 文 泰 

                      田 淵 寿 哉 

    衛生業務課長            長 坂 泰 成 

                      小 谷 英 樹 

                      大 谷 康 弘 

         

たつの市市民生活部 
環 境 課 長 
太子町生活福祉部 
生活環境課長 

総 務 課 長 兼 
医 務 課 長 

事務局次長兼 
環境業務課長 
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開 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 定刻が参りましたので、揖龍保健衛生施設事務組合議会を開会させていただきま

す。 

 開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 ここ最近は朝晩も涼しく、日中も幾分か過ごしやすくなってまいりました。 

 本日ここに令和３年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会が招集されました

ところ、議員各位にはご健勝にてご参集賜り、開会を宣する運びとなりましたこと

は、誠にご同慶に堪えないところでございます。 

 今期定例会には、既にお手元にお届けしておりますとおり、令和２年度各会計決算

認定の案件が提出されております。いずれも重要な案件でありますので、議員各位に

おかれましては慎重にご審議いただき、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上

げます。 

 また、議事運営につきましても、議員各位の格段のご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 朝晩には幾分か涼しくなり、秋を感じられるようになってまいりました。 

 本日ここに令和３年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご出席を賜り、ここに開会を宣せら

れる運びとなりましたこと、誠にご同慶に存じますとともに、謹んでお礼を申し上げ

ます。 

 さて、今期定例会でご審議をお願いいたします案件は、令和２年度各会計決算認定

でございます。 

 議員各位におかれましては、どうか円滑なる議事運営により、適切なご決定をいた

だきますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

 

開 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 
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 ただいまより、令和３年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を開会しま

す。 

 

 

開 議 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、ご報告いたします。 

 監査委員より地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により実施しました行

政監査の結果報告１件及び同法第２３５条の２第１項の規定により実施しました例月

出納検査の結果報告２件が提出されております。その写しをお手元に配付いたしてお

りますので、ご清覧をお願いいたします。 

 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定により説明を求めた者の

職氏名等について事務局長より報告いたさせます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 ご報告申し上げます。 

 本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は１０名全員

でございます。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名につ

いてでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご

清覧願います。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 以上で報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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 会議録署名議員は、会議規則第８２条の規定により、議長において３番宗實雅典議

員、９番出原賢治議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いいたします。 

 

 

～日程第２ 会期の決定～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日９月２２日の１日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日９月２２日の１日間といたしました。 

 

 

～日程第３ 認定第１号及び認定第２号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第３、認定第１号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入

歳出決算認定について及び認定第２号 令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜

間急病センター特別会計歳入歳出決算認定についての２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 ただいま議題となりました、認定第１号、令和２年度揖龍保健衛生施設事務組合一

般会計歳入歳出決算認定について、その概要をご説明申し上げます。 

 まず、一般会計の決算状況でございますが、決算書の３ページをお開き願います。 

 令和２年度の歳入決算額は１７億３，５７５万６，２６１円となっております。 

 次に、５ページをご覧願います。 

 歳出決算額は１６億５，６１５万７，７１３円で、差引き残額は７，９５９万８，
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５４８円となっております。 

 それでは、歳出の主な内容をご説明申し上げます。 

 決算書１０ページをお開き願います。 

 まず、第１款議会費、第１項議会費、第１目議会費でございます。予算現額が２２

４万４，０００円で、支出済額は８３万６，４９５円となっております。この支出の

主な内容といたしましては、第１節報酬で６５万４，１６８円、その他一般事務経費

でございます。 

 続きまして、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございます。

予算現額１億９，５２２万７，０００円に対し、支出済額は１億８，９５４万１，５

４３円となっております。その主な内容といたしましては、第２節給料及び第３節職

員手当等で、組合職員２４名分の給料及び各種手当でございます。第４節共済費のそ

の主なものは、兵庫県市町村職員共済組合負担金でございます。 

 次に、決算書の１２ページをご覧願います。 

 第１２節委託料の支出済額は３６６万８，１４７円で、その主なものは財務会計、

給与計算の電算機器保守点検委託料、電算システム変更委託料、公会計制度支援業務

委託料でございます。次に、第１３節使用料及び賃借料は５５０万２，６５６円を支

出し、その主なものは財務会計、給料計算システム及び電話機の借り上げ料でござい

ます。次に、第１８節負担金補助及び交付金は２，２７９万３，５７１円を支出し、

その主なものは退職手当組合負担金及びたつの市からの派遣職員１名分の人件費でご

ざいます。 

 次に、第３目基金費では、予算現額５，３０６万７，０００円に対し、支出済額は

５，３０６万６，３２７円となっております。これは備考欄に記載しておりますとお

り、財政調整基金、ごみ処理施設整備基金及び退職手当引き当て準備基金にそれぞれ

積立てたものでございます。 

 次に、第２項監査委員費、第１目監査委員費でございます。予算現額２４万５，０

００円に対し、支出済額は１５万２，４００円で、委員報酬等に支出しております。 

 次に、決算書１４ページをご覧願います。 

 第３款衛生費、第１項保健衛生費、第１目環境衛生費でございます。予算現額９，

１６６万５，０００円に対し、支出済額は８，３７２万７，９０８円となっておりま

す。その主な内容につきましてご説明申し上げます。第１節報酬は、会計年度任用職

員１名分の報酬でございます。次に、第１０節需用費では２，９１６万７，４３７円

を支出しており、その主なものは火葬の主燃料である灯油、油脂代、電気代及び処理

設備修繕料でございます。次に、第１２節委託料では、４，０４０万４，３１５円を

支出し、その主なものは清掃管理業務委託料の２３２万４４５円、火葬炉等管理業務

委託料の３，３００万円でございます。次に、第１３節使用料及び賃借料では２８６
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万９，１５２円を支出し、その主なものは火葬場予約管理システム機器の借り上げ料

でございます。次に、第１８節負担金補助及び交付金では９０６万７，３７８円を支

出し、その主なものは太子町からの派遣職員１名分の人件費でございます。 

 決算書１６ページをご覧願います。 

 続きまして、第２項清掃費、第１目施設整備費でございます。第１２節委託料で

は、循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料、機種等選定委員会支援業務委託料

に６５２万８，５００円支出しております。 

 次に、第２目塵芥処理費でございます。予算現額１２億８，７２９万５，０００円

に対し、支出済額は１２億２，７３７万９，３８２円となっております。その主な内

容についてご説明申し上げます。第１節報酬及び第３節職員手当等は、会計年度任用

職員８名分の報酬及び期末手当でございます。第４節共済費は、会計年度任用職員の

社会保険料等の支出でございます。第１０節需用費の支出額は３億８５６万１，９５

３円で、その主なものはごみ処理薬品に５，２４２万６，８７４円、コークス、石灰

石の副資材費に１億１，２２６万２，４８３円、炉前資材費に４，０８８万１８０

円、公用車及び重機等燃料費に２１１万１，０３２円、塵芥収集車両の燃料費に２８

５万６，１６２円、灯油、油脂代に１，４４４万７，６２０円、電気代に４，７９６

万８，９２６円、水道代に８１６万８，８５３円、重機点検整備費に６８４万７，９

１５円、塵芥収集車両の点検整備費に８８３万４，７５４円を支出いたしておりま

す。 

 決算書１８ページをご覧願います。 

 第１２節委託料の支出済額は８億７，１１０万５，１８７円で、その主なものは一

般廃棄物の収集運搬委託料として３億４，５５０万７，８０４円、操業委託料に２億

１，３９５万円、定期保守点検整備委託料に２億６，１８０万円、集じん灰最終処分

委託料に１，２１５万４，３４０円、資源化設備内選別業務委託料に１，２６８万７

４円、雑木等の処理委託料に１，２８８万３，０４６円を支出いたしております。次

に、第１８節負担金補助及び交付金の支出済額は２，３６２万７，９９２円で、その

主なものはたつの市からの派遣職員３名分の人件費２，１４０万９，５１３円でござ

います。 

 次に、第３目し尿処理費でございます。予算現額６，５０４万２，０００円に対

し、支出済額は５，９９５万２，２２２円となっております。その主な内容について

ご説明申し上げます。第１節報酬では、会計年度任用職員１名分の報酬でございま

す。 

 決算書２０ページをご覧願います。 

 第１０節需用費では３，６８２万９，６０３円を支出し、その主なものは処理薬品

費の４１８万８，３６９円、電気代に７３３万４，２６４円、上下水道代の１，０５
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７万２，４６３円、機器整備費の１，１３３万６，６００円でございます。第１２節

委託料の支出済額は２，０２４万４，９７０円で、その主なものはし尿収集運搬委託

料の１，４０４万３，７８６円でございます。 

 次に、第４款公債費、第１項公債費、第１目元金では３，４６６万８，３３５円を

支出しており、その内容はごみ処理施設建設事業債の償還元金でございます。 

 次に、２２ページをご覧願います。 

 続いて、第２目利子では、先ほどご説明いたしました借入金に係る利子で、支出済

額は３０万４，６０１円でございます。なお、償還期限は、令和１０年度までござい

ます。 

 また、３２ページに起債現在額調書を添付いたしておりますので、後ほどご清覧願

います。 

 次に、第５款予備費につきましては、支出はございません。 

 以上が、一般会計の歳出の内容で、当初予算額１６億８，５３６万５，０００円に

５，２０４万９，０００円を増額補正し、予算現額１７億３，７４１万４，０００円

に対しまして、支出済額は１６億５，６１５万７，７１３円でございます。 

 引き続き歳入についてご説明申し上げますので、決算書の６ページにお戻り願いま

す。 

 まず、第１款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金で、収入済

額は１４億２，１３０万８，０００円でございます。これは、条例に基づく市町分賦

金で、その内訳は備考欄に記載のとおり、組合運営経費、し尿処理経費、塵芥処理経

費、収集運搬経費、火葬場運営経費、施設整備経費で、構成市町でありますたつの市

及び太子町から受け入れております。 

 続いて、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、第１目衛生使用料、第１節火葬

場使用料の収入済額は２，７６４万１００円となっております。 

 次に、第２項手数料、第１目衛生手数料、第１節塵芥処理手数料の収入済額は１億

５，４６６万８，３４８円でございます。第２節し尿処理手数料の収入済額は２，１

０９万９，３４０円でございます。 

 次に、第３款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金、第１節利子

及び配当金につきましては、基金の利子収入といたしまして２１７万２１４円を受け

入れたもので、その内訳につきましては、備考欄に記載のとおりでございます。 

 次に、８ページをご覧願います。 

 第４款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金では、備考欄に記載のとおりごみ

処理施設整備基金から６５２万８，５００円を繰入れしております。 

 第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金は、令和元年度の繰越金でございま

す。 
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 第６款諸収入、第２項雑入、第１目雑入の収入済額は３，３２８万１，３６４円

で、その主な内容につきましては、備考欄に記載のとおり、スチール、アルミ缶、ペ

ットボトル、雑鉄等の資源化物の売払収入として８５５万５，９０５円、公益財団法

人日本容器包装リサイクル協会からペットボトル等を売払いいたしました分配金とし

て３３８万８，２６５円、ごみ収集袋販売収入として１，６６９万９，０３８円、関

西電力に売電いたしました売電力料金として３４７万１，２８５円等でございます。 

 以上、一般会計の歳入合計額は１７億３，５７５万６，２６１円となっておりま

す。 

 次に、決算書の２６ページをご覧願います。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引き額７，９５９万８，０００円に

つきましては、翌年度に繰り越すべき財源もないことから、実質収支額も同額となっ

ております。 

 また、地方自治法の規定による基金繰入額はございません。 

 次に、決算書２８ページ、財産に関する調書についてご説明を申し上げます。 

 土地、建物、機械設備、工作物につきましては、決算年度中の増減はございませ

ん。 

 ５の基金でございますが、決算年度末現在高は、財政調整基金が３億２，３４４万

３，０００円、ごみ処理施設整備基金が４億２４１万２，０００円、退職手当引き当

て準備基金が２，２５２万円となっております。 

 次に、６の物品につきましては、決算年度中の増減はございません。 

 以上で認定第１号の説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、認定第２号、令和２年度揖龍保健衛生事務組合休日夜間急病セン

ター特別会計歳入歳出決算認定について、その概要をご説明申し上げます。 

 決算書の３５ページをお開き願います。 

 令和２年度の歳入決算額は３，９３７万８，３３６円となっております。 

 次に、３７ページをご覧願います。 

 歳出決算額は３，８２６万８，５９９円、差引き残額は１１０万９，７３７円とな

っております。 

 それでは、歳出の主な内容をご説明申し上げますので、決算書の４２ページをご覧

願います。 

 まず、第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございます。予算現

額１，３２４万９，０００円に対しまして、１，２４０万４，９４０円を支出いたし

ております。その主な内容でございますが、急病センターの医療費請求事務に従事し

ております職員１名分の給料、職員手当、共済費並びに会計年度任用職員６名分の報
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酬等を支出いたしております。 

 第２目基金費につきましては、４１万９６９円を財政調整基金に積立てるため支出

いたしております。 

 次に、４４ページをご覧願います。 

 第２款衛生費、第１項保健衛生費、第１目急病センター費でございます。急病セン

ター運営経費として、予算現額２，９５９万８，０００円に対し、支出済額は２，５

８６万３，６５９円となっております。支出の主なものは、第１節報酬では診療に従

事します会計年度任用職員４名分の報酬でございます。第１０節需用費では、医薬

品、医療材料費等に８３万１，９１４円を支出いたしております。第１２節委託料で

は、急病センターの診療業務に従事していただいた医師に対する診療業務委託料とし

て１，２５８万４，０００円、薬剤師に対する薬剤業務委託料として４０４万１，２

００円、急病センターの診療報酬の請求事務を委託したことによる医事外来業務委託

料１９７万３，３３０円、また急病患者の診療業務等の管理業務委託料として、たつ

の市・揖保郡医師会及び薬剤師会に１９２万円を支出いたしたものでございます。第

１７節備品購入費では、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を見

越して発熱患者とその他の患者を区別するため、たつの市はつらつセンター敷地内に

仮設の診察室として設置しましたユニットハウス購入費等に９０万２，０００円を支

出いたしております。 

 次に、第３款予備費につきまして、支出はございません。 

 以上のとおり、歳出合計は予算現額４，３７５万８，０００円に対し、支出済額が

３，８２６万８，５９９円でございます。 

 以上で歳出に係る説明を終わらせていただきます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、決算書の３８ページをご覧願いま

す。 

 第１款診療収入、第１項診療収入、第１目診療報酬収入につきましては、受診者

１，０８９人分の診療費として８２８万３，４８１円を収入しております。 

 続いて、第２款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金につきま

しては、構成市町より急病センター運営に係る地方交付税交付金運営費算入分として

４４６万３，０００円を受け入れております。 

 続いて、第３款使用料及び手数料、第１項手数料、第１目衛生手数料で、診断書の

発行手数料として６，６００円を収入いたしております。 

 続いて、第４款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、財政

調整基金から生じました利子収入でございます。 

 続いて第５款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金では、財源補填といたしま

して財政調整基金から２，０００万円を繰入れいたしております。 
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 続いて、第６款繰越金、第１項繰越金につきましては、令和元年度の繰越金でござ

います。 

 ４０ページをご覧願います。 

 第７款諸収入、第１項雑入、第１目雑入では薬容器代等を収入いたしております。 

 第８款国庫支出金、第１項国庫補助金、第１目衛生費国庫補助金では、新型コロナ

ウイルス感染症が流行している状況で、当急病センターにおいて院内等での感染拡大

を防ぐため、発熱患者等の診察室の新設、個人防具等の購入に係る補助金１００万円

を収入いたしております。 

 以上が、歳入の主な内容でございます。 

 続いて、４８ページの実質収支に関する調書をご覧願います。 

 歳入歳出差引き額は１１０万９，０００円で、翌年度へ繰り越すべき財源もなく、

実質収支額も同額でございます。 

 なお、地方自治法の規定による基金繰入金はございません。 

 次に、決算書５０ページをご覧願います。 

 財産に関する調書でございます。 

 財政調整基金につきましては、決算年度末現在高は１億４，４７９万９，０００円

となっております。物品につきましては、決算年度中の増減等はございません。 

 以上で認定第２号についての概要説明を終わらせていただきます。なお、決算の審

議に当たりましては、地方自治法第２３３条の規定により監査委員の審査に付した結

果をお手元に配付いたしておりますので、ご清覧賜り、何とぞ慎重ご審議の上、いず

れも認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 ８番上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 まず、１７ページについてお聞きしたいと思います。 

 款３、項２、目１の機種等選定委員会支援業務委託についてですが、どのようなも

のかという部分の説明をいただきたいのと、どのように委員を選定しておるのか、ま

た謝礼も出ておりますが、この人数何人いて等を少し詳しく説明をいただきたいと思

います。 

 それから、決算の認定に当たり、夜間救急急病センターの対応についてですが、コ



- 12 - 

ロナの事情も変わっていきながら、特に若い方々が感染をしやすいデルタ株は非常に

家族内でも広がりやすいというような事情があります。そういった意味で、夜間救急

急病センターの対応として、そういったことを含めた上で検討がなされる対応がある

のかないのか、どういった状況で進んでおるのか説明をいただきたいと思います。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 まず、急病センターのほうからご回答を申し上げたいと思います。 

 コロナの感染者に対しての診療でございますが、コロナ感染者につきましては、当

急病センターについては行っておりません。県の指定します病院等にご案内を申し上

げておりまして、原則的にはコロナに感染された方についての受入れ等は行っており

ません。この状況につきましては今後、例えばコロナのウイルスに対する特効薬とい

いますか治療薬、そういうものができて通常の診療所でその薬が出せたり、治療がで

きるという状況になったときには受入れ等はあるとは思いますけれども、今の現状で

は県の指定します病院等へのご案内という形で進めていっております。今後も当分は

そういうことだと考えております。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局次長。 

 

○事務局次長（髙坂文泰君） 

 機種選定委員会ですが、これにつきましては、機器、構造、施設を建設するに当た

りまして、基本的な施設の方針を決めるということで委員会を立ち上げてやっており

まして、委員さんにつきましては行政７名、住民の方２名、有識者１名ということ

で、１０名で委員さんを選定させていただきました。 

 その中で、最終の委員会の答申としていただきましたのが、一つはこの新施設をど

こに建てるかということで、東側に建てるということ。それからごみの処理方法につ

いて、シャフト式のガス化溶融炉とするということ。それから、３つめとしまして

は、この施設の規模として約１２０トンの規模にするということを決めておりまし

て、最後に余熱利用方法ということで、この事業につきましては循環型の社会形成推

進交付金を活用するということで、エネルギーの回収率を１４％以上を目指すものと

いうことで、余熱の利用方法として決めております。 

 以上でございます。 
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○議長（楠 明廣議員） 

 ８番上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 まず、機種等選定委員会の支援業務委託ですけども、これお相手の方々は、また民

間の方というか有識者ということで、有識者に対応する部分が謝礼とかは分かるとこ

ろもありますけれど、これ業務委託としてこれだけの金額を上げるような状況に至る

のはどういうことなんかという説明をいただきたいのと、それから、先ほどの夜間救

急急病センターですけども、その今の説明は以前の説明から分かっておるんです。そ

うではなくて、熱が出たとか症状が分からない状況で中に入れない子どもたちが増え

る中、想定した上での範囲というのはある程度危機意識を持って取り組んでいただき

たい思いでございましたので、その対応について検討があった上で何かなされること

はないのかということをお聞きしておりますので、再度説明を求めたいと思います。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（眞殿幸寛君） 

 まず、機種選定委員会の業務委託ですけれども、こちらの方につきましては、先ほ

ど説明を申し上げました検討内容について、１０名の委員さん方に内容等を検討して

いただいたんですけれども、こちらは事務局だけではつくり切れない資料、実際にど

ういう施設がいいのか、それから数値的なものも含めまして、検討する材料としての

資料の策定を業者さんのほうにお願いして、資料をつくっていただいて、１０名の委

員さんにその資料も含めて、こちらの事務局でも当然つくった資料もあるんですけ

ど、合わせて内容を検討していただきたい、そういう資料作成の業務でございます。 

 それと、急病センターのほうなんですけれども、当然若い方々もこれから、今感染

が広がってるということで、急病センターのほうにも来られることと思いますが、コ

ロナの扱いについては、現状が県を通して変わっておりませんので、なかなか急病セ

ンターで受入れというのは難しい。ただ、昨年度、２年度の予算のほうにも出してま

すとおり、ユニットハウスというものを購入いたしておりますので、発熱患者さんに

ついてはユニットハウスを使っていただく。ただ、電話等の問合せで内容等がどうも

コロナっぽいよと、それはもうお子さん、小さい方、若い方に限らずコロナの症状が

出ているということになると、急病センターに来られるよりもそちらのほうに、専門

の病院のほうに行っていただくと。どっちか分からないと、ただ単に熱があるという
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方についてはユニットハウスのほうで、こちらのほうで診ていただくということが現

状と、先を見越してどうやろうということになりますと、この現状を今後も維持して

いかざるを得ないというようになってます。 

 以上でございます。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 じゃあ最後に。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ８番上山隆弘議員。 

 

○８番（上山隆弘議員） 

 １４ページのほうは何かちょっと答弁よく分かりにくい、苦しい答弁じゃないかと

いうふうな思いもしますけれども、努力された上での、本当に一個も意見がないとい

うことを含めて、いいものが出来上がるんだと、こういうふうに信頼をして理解をし

たいと思いますし、夜間急病センターについては、あるけど意味がない施設では意味

がないわけですので、そこにある、お金も出しているわけですから、機能するように

工夫をしということも、今後特に子供らの対応というのは必要な部分があるんではな

いかなというふうに思いますので、引き続き気を引き締めて検討を進めていただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他にご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 発言がないようですので、質疑を終結し、これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 
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 お諮りいたします。 

 上程中の認定第１号及び認定第２号は原案のとおり認定することに決してご異議ご

ざいませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号及び認定第２号は原案のとおり認定されました。 

 

 

～日程第４ 一般質問～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第４、一般質問でございますが、通告がございませんので、議事を省略

いたします。 

 以上で今期定例会に付議された議案は全て議了いたしました。 

 

 

閉 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これをもちまして令和３年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を閉会いた

します。 

 

 

閉 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、議員各位におかれましては令和２年度各会計決算認定の重要案件を終始熱

心かつ慎重にご審議賜り、それぞれ適切妥当なるご決定を賜りました。また、議事運

営につきましても格別のご協力によりまして、ここに閉会の運びとなりましたことを

心より厚くお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルスは感染力が非常に強いとされる変異ウイルスが猛威を振るい、
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今も収束の見通しがつかない状況が続いております。市民、町民の皆様におかれまし

ては、なお不安な日々を過ごされていることと思います。８月２０日に発表されまし

た新型コロナウイルス感染拡大による４回目の緊急事態宣言は、現在新規感染者数は

減少傾向でありますが、医療提供体制の逼迫が続いている現状もあり、９月９日には

再度９月３０までの延長が決定されました。 

 揖龍地域におきましては、お盆を過ぎましてから新規の感染者数が急増しておりま

したが、先週には減少傾向となっております。理事者におかれましては、感染拡大防

止対策を強化し、感染の連鎖を断ち切るために住民の皆様や事業者の皆様に大変なご

不便をおかけいたしますが、引き続きご理解、ご協力をいただき、万全の体制をお願

いする次第でございます。 

 議員各位におかれましては、これから暑さも和らぎ、秋の気配を感じる時期となり

ますが、季節の変わり目、体調をくずしやすい時期でもございます。体調管理にはく

れぐれもご留意いただきますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただ

きます。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 令和３年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会の閉会に当たり一言お礼のご

挨拶を申し上げます。 

 今期定例会では、提出いたしました案件につきまして原案のとおり認定いただきま

したことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 さて、コロナ禍で迎えます２度目の今年の夏は、お盆前から前線が西日本に停滞

し、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となり、九州地方の各地で河川の氾

濫、土砂災害が発生し、甚大な被害が報告されております。 

 また、新型コロナウイルス感染症についてでございますが、県内の新規感染者数は

先月１８日に１，０００人を超え、現在は減少傾向にあるものの、重症患者の病床使

用は高い率であり、依然医療提供状況は緊急事態にあります。一日も早い終息を願っ

ているところで、今回の緊急事態宣言が最後となることを祈念しております。 

 議員の皆様にはくれぐれも健康には十分にご留意いただき、今後とも組合の事業推

進に一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、お礼のご挨拶といたしま

す。本日はありがとうございました。 
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閉会 午後２時１９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

  令和３年９月２２日 

 

 

 

 

 

                    組合議会議長  楠   明 廣 

 

 

                    会議録署名議員  宗 實 雅 典 

 

 

                    会議録署名議員  出 原 賢 治 

 

 


